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１．地域活性化施設整備の概要 

１-１． 串本町の目指す将来像 

現在の串本町（東牟婁郡串本町）は、平成 17（2005）年４月１日、旧串本町（西牟婁郡串本町）

と旧古座町（東牟婁郡古座町）の合併により誕生した。 

平成29（2017）年1月に策定した「第２次串本町総合計画2016～2025」では、「１０年後の本町

の目指すべき将来像を、「串本が誇る自然美・食・人のこころが感動を与えるまち」とし、その想い

をこめて将来像を「本州最南端 感動のまち 串本」としている。 

 

１-２． 地域活性化施設整備の背景 

◆すさみ串本道路の建設 

現在、国土交通省により「すさみ串本道路」の建設（令和７年春開通予定）が行われている。

当該道路は国道 42 号の和歌山県東牟婁郡串本町から西牟婁郡すさみ町間における、災害時の安

全性・信頼性の確保、救急医療活動への貢献及び観光客の活性化等を主な目的として建設されて

おり、本町内には和深ＩＣ（仮称）、串本ＩＣ（仮称）が設置される予定である。 

 

◆観光客の受け入れ 

前述の串本ＩＣが供用開始されることにより、交通アクセスが向上することで、これまで以上

に観光客の来訪が期待できる。また、町東部では民間小型ロケット射場が建設されており、新た

な観光需要も見込めるため、これらを受け入れるための施設の整備が必要と考えられている。 

 

◆南海トラフ巨大地震等への対応 

本町は太平洋に面しており、南海トラフ巨大地震及び東海・東南海・南海３連動地震発生の場

合、津波の到達は地震発生５分以内、最大津波高17ｍと想定されている。 

南海トラフ巨大地震は40年以内に発生する確率が90％程度と想定されており、被害を最小限

に抑えるための対策が必要である。 

 

◆庁舎の移転 

旧串本町役場は上記の津波浸水区域に位置していたことから、高台である串本ＩＣ周辺へ令和

３年７月に庁舎を移転した。 

 

◆余剰地の活用 

計画地は現在すさみ串本道路建設の工事ヤード（主に残土仮置場）として使用されている。残

土処分場が確保できた暁には町に移管されるため、未利用地として放置しておくのではなく、役

場新庁舎や串本町立病院等の施設と併せて活用することが求められる。 
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１-３． 目的 

計画対象地は役場新庁舎とすさみ串本道路に隣接する埋立地（旧串本町公共残土処分地）であり、

現在はすさみ串本道路建設の工事ヤード（主に残土仮置場）として使用されている。 

地域活性化施設整備の背景等を踏まえ、計画対象地において、本町の将来像である「本州最南端 

感動のまち 串本」実現のため、地域活性化に寄与する施設を整備する。併せて、来たる南海トラフ

巨大地震に対する防災機能も兼ね備えることとする。 

 

１-４． 計画対象地 

計画対象地は串本町鬮野川・サンゴ台地内とする。（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画対象地位置図 

※計画対象地周辺の状況… すさみ串本道路及び串本太地道路ＩＣ出入口部に位置する。 

（付近公共施設） 

役場新庁舎、くしもと町立病院、串本町消防防災センター（串本消

防署） 、国交省紀南河川国道事務所串本出張所、串本海上保安

署、和歌山県東牟婁振興局串本建設部、串本町福祉総合センター

（串本町社会福祉協議会）、串本町運動公園（サン・ナンタンラン

ド） 

役場新庁舎 
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２．串本町の概要 

２-１． 位置・地勢 

（１） 位置・面積等 

本町は、本州紀伊半島最南端に位置する。 

南側は熊野灘及び枯木灘に面し、東部を那智勝浦町、北部を古座川町、西部をすさみ町の計3町

と接している。 

町域の面積は、135.80㎢で、町域の７割以上を山林が占めている。 

 

表 土地利用面積 

単位：上段［千㎡］、下段［%］ 

田 畑 宅地 池沼 山林 原野 雑種地 その他 総数 

3,438 4,455 3,768 59 73,186 728 1,313 12,338 99,285 

3.5% 4.5% 3.8% 0.1% 73.7% 0.7% 1.3% 12.4% 100.0% 

※平成28（2016）年１月１日現在 
※総数には道路等は含まれていない 

資料：第２次串本町長期総合計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土地理院地図をベースに編集 

図 位置図  
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（２） 地勢 

本町は、紀伊山地を背に潮岬が雄大な太平洋に突き出した本州最南端の町である。茫々たる太平

洋に面し、東西に長く延びた海岸線はこの地方の特色であるリアス式海岸で、奇岩・怪岩の雄大な

自然美に恵まれ、吉野熊野国立公園及び熊野枯木灘海岸県立自然公園の指定を受けている。 

町の東部には、豊かな自然と水量に恵まれた「古座川」が延々56kmを南に流れ、太平洋に注ぎ込

んでいる。また、約1.8kmの沖合には、和歌山県下最大の島、紀伊大島が浮かんでおり、串本大橋

により本土とつながっている。 

山地部が大部分を占め、海岸線に沿って丘陵地が帯状に伸び、大地は点在し、中小河川の河口部

に平野部が見られる。 

出典：第２次串本町長期総合計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土地理院地図をベースに編集 

表 地形図 
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２-２． 沿革 

本町の沿革は、明治４(1871)年の廃藩置県において和歌山県下となって以降、以下の表の通りで、

現在に至る。 

表 串本町沿革（近代以降） 

明治２２(1889)年 市町村制施行により串本村、古座村など１０か村が成立 

明治３０(1897)年 串本村が「西牟婁郡串本町」となる 

明治３４(1901)年 古座村が「東牟婁郡古座町」となる 

大正１３(1924)年 串本町が冨二橋村と合併 

昭和３０(1955)年 串本町が有田村、潮岬村、田並村、和深村と合併 

昭和３１(1956)年 古座町が西向町、田原村と合併 

昭和３３(1958)年 串本町が東牟婁郡大島村を編入合併 

平成１７(2005)年 西牟婁郡串本町と東牟婁郡古座町が合併、現在の「東牟婁郡串本町」となる 

資料：第２次串本町長期総合計画 

 

２-３． 人口・世帯数 

本町の人口、世帯数をみると、平成27（2015）年時点では人口が16,558人、世帯数が7,797世

帯であり、人口は昭和55（1980）年以降、減少し続けている。 

年齢３区分別の人口をみると、年少人口（0～14歳）、生産年齢人口（15～64歳）が減少し続けて

いるのに対し、老年人口（65歳以上）は増加し続けている。このため、高齢化率は年々上昇してお

り、平成27（2015）年では43.0％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年国勢調査 

図 人口・世帯数の推移  
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２-４． 交通網（鉄道・道路） 

（１） 鉄道 

沿岸をＪＲ紀勢本線（きのくに線）が通っている。 

町内の鉄道駅は８駅で、うち串本駅、古座駅の２駅は特急くろしおが停車する。 

特急くろしおの運行本数は片道５本/日で、大阪方面への所要時間は、新大阪駅まで約3時間半、

京都駅まで約4時間となっている。 

表 町内の鉄道駅 

路線名 JR 紀勢本線 

町内の駅 和深、田子、田並、紀伊有田、串本、紀伊姫、古座、紀伊田原 

※太字は特急くろしお停車駅 

資料：JＲおでかけネット 

（２） 道路 

① 道路網 

町内には国道42号、371号、県道39号線、40号線、41号線といった主要道路が整備されてい

る。 

また、紀勢自動車道すさみ南ＩＣ以東は現在建設中であり、本町内には和深ＩＣ、串本ＩＣ、

古座川ＩＣ（いずれも仮称）が配置される予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土地理院地図をベースに加工 

図 交通網図  
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② 緊急輸送ネットワーク 

町内では、国道42号や建設中のすさみ串本道路が第一次緊急輸送道路に、国道371号や県道

39号線、40号線、41号線、227号線は第二次緊急輸送道路に指定されている。 

 

資料：和歌山県緊急輸送道路ネットワーク図（和歌山県域）（令和元年８月末現在） 

図 緊急輸送道路ネットワーク図 

＊緊急輸送道路：災害発生時に救助・救急・消火活動及び避難者への物資供給等に必要な人員及び物資等

の緊急輸送を確実に実施するために必要な道路で、高速道路をはじめとする幹線道路、並びに、これら

の道路と行政機関、港湾・空港、災害医療拠点などの防災拠点を連絡する。 

＊第一次緊急輸送道路：県庁所在地、地方中心都市及び国際拠点港湾、重要港湾、空港、広域防災拠点を

連絡する道路 

＊第二次緊急輸送道路：第一次緊急輸送道路と市区町村役場、防災拠点等（行政機関、公共機関、主要

駅、港湾、ヘリポート、災害医療拠点、自衛隊、道の駅、高速道路インターチェンジ・サービスエリ

ア・パーキング）を連絡する道路 

＊第三次緊急輸送道路：第二次緊急輸送道路と防災拠点を連絡する道路 
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２-５． 災害の危険性 

（１） 地震動予測 

串本町地域防災計画では、東海・東南海・南海３

連動地震、中央構造線による地震、田辺市内陸直下

の地震の３つの地震の地震動予測が行われている。 

本町での被害規模が最大となるのは東海・東南

海・南海地震発生時で、串本町域全体が想定震度6

弱以上と予測され、町域中央部や海岸沿いの区域で

は想定震度6強や想定震度7を示す地域もみられ、

町全域はかなり高い震度域になると考えられる。 

 

 

 

 

（２） 津波浸水想定 

串本町地域防災計画では、南海トラフ巨大地震及び東海・東南海・南海３連動地震発生時の津波

浸水想定が行われている。 

本町の津波浸水想定は、南海トラフの巨大地震による津波の方が規模が大きく、津波高は３連動

地震の２倍程度の高さ（最大17ｍ）であり、浸水面積（陸域部）は３割程度広い結果となっている。 

大きな津波の到達時間は5分以内であり、地震発生後から津波が到達する時間的余裕は非常に少

ない。 

 

 

 

 

 

 

  

資料：串本町地域防災計画 

図 震度分布予測結果 
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資料：串本町津波ハザードマップ 

図 南海トラフの巨大地震浸水想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：串本町津波ハザードマップ 

図 東海・東南海・南海３連動地震浸水想定  
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２-６． 串本町の産業 

（１） 特産品 

本町は、海産物ではカツオ、伊勢海老、マグロ、農産物ではキンカン、ポンカン、サツマイモが

特産である。なかでもマグロは、世界初のクロマグロ完全養殖に成功しており、串本町の養殖クロ

マグロは「串本黒潮本まぐろ」としてブランド化されている。また、サツマイモは、温暖な気候を

活かして古くから栽培されており、一部は「なんたん蜜姫」としてブランド化されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 観光 

平成 30 年の本町の年間観光客数は年間約 156 万人で、うち半数以上は風景・自然鑑賞を目的と

している。 

本町の観光エリアは串本エリア、潮岬エリア、大島エリア、古座エリアに分けられている。いず

れのエリアも海や川、山といった自然の観光資源が豊富である。 

串本エリアは名勝・橋杭岩や串本海中公園など海の魅力があふれている。加えて、歴史ある障壁

画が残る寺、温泉もある。 

潮岬エリアは本州最南端に突き出た岬で、歴史ある灯台や、太平洋を見下ろす望楼の芝などで、

本州最南端を体感できる。 

紀伊半島とくしもと大橋でつながる大島エリアには、日本最古の石造灯台、名勝 海金剛がある。

また、紀伊大島（樫野地区）は日本とトルコとの友好125周年を記念した歴史ドキュメント映画「海

難1890」にも取り上げられた「トルコ軍艦エルトゥールル号遭難事件」があった場所であり、慰霊

碑やトルコ記念館等が建てられている。 

古座エリアには清流・古座川があり、近年はカヌー体験によるリバーツーリングが人気である。

また、古座エリア東部の田原では近年、民間小型ロケット射場が竣工され、初号機の発射の準備が

進められている。  

伊勢海老 カツオ 
（しょらさん鰹） 

マグロ 

キンカン ポンカン サツマイモ 
（なんたん蜜姫） 

写真：マグロのみ和歌山県産品カタログHP、その他は串本町HP 
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資料：串本町観光パンフレット 

図 串本町観光施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：すべて串本町HP 

海金剛 トルコ記念館 トルコ軍艦遭難慰霊碑 

潮岬灯台 望楼の芝キャンプ場 

串本海中公園 橋杭岩 串本沿岸海域のサンゴ群落 無量寺・応挙芦雪館 

くしもと大橋 

重畳山 古座川 
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資料：広報くしもと（2019年５月号） 

図 民間小型ロケット射場建設に関する記事 

※コロナ禍の影響により初打ち上げは 2022 年度に

延期されている。 
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３．敷地条件、法規制等の整理 

３-１． 敷地条件 

計画対象地はすさみ串本道路と町道サンゴ台７号線から串本ＩＣ（仮称）へのアクセス道路に挟

まれた位置にある串本ＩＣ（仮称）及びアクセス道路建設の工事ヤードとして活用されている土地

で、役場新庁舎に隣接している。 

敷地東部の山林は現況のまま残されており、その他は造成済みである。 

敷地は長辺が420ｍ、短辺が70ｍで面積約2.0ha、大半が平坦である（標高約50ｍ）。 

存置されている山林については、頂上が標高約66ｍと、平坦部より約15ｍ高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画対象地（広域）  

約 2.0ha 

役場新庁舎 
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航空写真 

   

写真１ 写真２ 写真３ 

   

写真４ 写真５ 写真６ 

※いずれもR4年6月撮影 

図 計画地写真 

  

2 

3 

5 

6 

4 1 
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３-２． 法規制 

計画対象地は都市計画区域（東牟婁圏域）内にある。区域区分及び用途地域の指定はない。 

建築形態規制により、容積率、建蔽率等の規制が設けられている。 

なお、用途地域の指定されていない区域（市街化調整区域を除く）では、床面積が 10,000 ㎡を

超える劇場・店舗・飲食店等の大規模収客施設の建設が原則禁止されている。 

その他では、森林法において地域森林計画対象民有林、保安林区域の指定があるが、串本IC（仮

称）及びアクセス道路整備の際に林地開発許可の取得及び保安林解除がなされている。 

 

表 都市計画法・建築基準法による規制等 

都
市
計
画
法 

都市計画区域 東牟婁圏域 

区域区分 指定なし 

用途地域 指定なし 

建
築
基
準
法 

建
築
形
態
規
制 

容積率 200％ 

建蔽率 70％ 

高さ規制 
道路斜線勾配 1.5ｍ 

隣地斜線勾配 2.5ｍ 

建築できない建築物 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食

店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場

その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建

築物で、その用途に供する部分（劇場、映画館、演芸場又

は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限

る。）の床面積の合計が 1 万平方メートルを超えるもの 

宅地造成等規制法 宅地造成工事規制区域 該当しない 

砂防法 砂防指定地 指定なし 

急傾斜地の崩落による災害の防止に関

する法律 
急傾斜地崩落危険区域 指定なし 

土砂災害防止法 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 指定なし 

自然環境保全法 都道府県環境保全地域 指定なし 

文化財保護法 埋蔵文化財 なし 

森林法 
地域森林計画対象民有林 指定あり 

保安林区域 解除済み 

その他 関西電力所有高圧線地役権（一部の箇所） 
一部制限

あり 
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資料：串本町 

図 都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率、容積率及び各部分の高さの限度の指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：わかやま土砂災害マップ 

図 土砂災害警戒区域等の範囲 

  

計画対象地周辺 

計画対象地周辺 
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３-３． 災害関連 

（１） 津波浸水想定 

計画対象地は標高約50ｍの地点にあるため、津波による浸水の想定はないが、周辺の湾岸部で

は地震発生後６、７分で津波が到達する予想がされており、浸水想定深は大半が 5.0ｍ以上とな

っている。特に入り江部分では10.0ｍ～20.0ｍとの想定がされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：串本町津波ハザードマップ【高富(東側)・二色・鬮野川・サンゴ台地区】 

図 津波浸水想定 

 

（２） 土砂災害警戒区域 

計画対象地周辺において、土砂災害警戒区域の指定はない（図は前頁に記載）。 

 

（３） 洪水浸水想定 

計画対象地周辺に河川はない。 

なお、町内で洪水浸水想定区域図が公表されているのは古座川のみである。 

  

計画対象地周辺 
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３-４． 供給処理施設 

（１） 上水道 

配水管は、敷地西端の交差点まで配管

されているため、敷地への引き込みが容

易である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 配管図（上水） 

（２） 下水道 

汚水管は役場新庁舎まで配管されているが、ヘリポート付近から役場新庁舎まではポンプアッ

プとしており、計画対象地の汚水については汚水処理区域を拡張し、下水道処理ができるよう作

業を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 配管図（下水）  
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（３） 雨水排水 

計画対象地周辺には調整地が３箇所あり、計画対象地は調整池２の流域にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 流域図 
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４．基本方針・コンセプト 

４-１． 現況特性の整理 

経営戦略策定方法の一つであるＳＷＯＴ分析により計画地のもつ強み・弱み等を分析する。 

◆ＳＷＯＴ分析のイメージ 

 内部環境 外部環境 

プ
ラ
ス
要
因   
マ
イ
ナ
ス
要
因   

 
◆計画対象地におけるＳＷＯＴ分析 

 内部環境 外部環境 

プ
ラ
ス
要
因 

強み 

・串本IC（仮称）に近く、車で串本町を訪
れる観光客の多くが施設の前を通過す
る。 
・高台に位置するため、津波による浸水の
恐れがない。 
・計画対象地の高台においてはすさみ串本
道路及び名称「橋杭岩」・串本浅海漁場が
展望可能。 

機会 

・年間 100 万人以上の観光客が串本町を訪
れている。 
・計画対象地周辺には役場新庁舎や串本町
立病院等があり、町内の行政・医療の核
を担う。 
・串本町東部（田原）に民間小型ロケット射
場があり、新たな観光需要が期待できる。 

マ
イ
ナ
ス
要
因 

弱み 

・敷地と前面道路との取り合いにより、ア
クセス動線に制約がある。 
・計画対象地は山地に囲まれた高台に位置
しており、市街地などからは少し離れて
いる。 

脅威 

・町人口の著しい減少、少子高齢化の進行。 
・周辺に道の駅等の地域活性化施設や観光
施設が多数分布する。 

 
◆方向性 

・串本町を訪れる（施設前を通過する）観光客が立寄る魅力ある施設にする。［強み×機会］ 

・IC付近、役場新庁舎付近という強みを活かし、交通結節点を形成し公共交通を活用した移動、

マイカー以外での観光なども促進する。［強み×機会］ 

・ロケット発射時のパーク＆ライド駐車場（射場近くは一般駐車場がない）としての利用[強み

×機会] 

・役場新庁舎や町営病院等のあるこのエリアは行政関係機関が集中する地区であるため、そのつ

いで利用など、町民も利用しやすい施設にする。［弱み×機会］ 

・周辺の観光施設等とは競合するのではなく、共存できるよう連携を図ることで、互いの価値向

上を図る。［弱み×脅威］  

Strength 
強み 

Opportunity 
機会 

Weakness 
弱み 

Threat 
脅威 

 機会 脅威 

強
み 

強み×機会 

強みを機会に活
かし大きく成長 

強み×脅威 

強みを活かし、脅威を回
避、機会として活かす 

弱
み 

弱み×機会 

弱みを補強して 
機会を活かす 

弱み×脅威 

弱みを理解し脅威を回
避、影響を最小限にする 
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４-２． コンセプト 

整備の方向性を踏まえ、以下のようなコンセプトを設定する。 

 
 

４-３． コンセプト実現のために担う機能（基本方針） 

以下のような役割を担うことで、コンセプトを実現する。 

①町の観光振興の活性化 

・本施設は車で本町に来訪する人の大半が最初に訪れる場所（＝串本町のエントランス）である。

そのため、串本町観光の足掛かりとして町内や周辺市町の観光施設等について、「行ってみたい！

また来たい！」と思わせるような情報を発信し、プロモーションを行う「ＰＲ型」の地域交流施

設とする。 

・串本ＩＣ（仮称）以東の延伸後は、伊勢→紀北、紀北→伊勢方面への高速道路走行時の休憩

利用が増加すると想定される。その際、もしくは次回以降にでも串本町を訪れてもらえるよ

うに串本町の魅力をPRする。 

②地域住民の利用の活性化 

・地域住民が日常的に買い物や食事、娯楽等のために利用できる施設とすることで、賑わいを

創出する。 

③子育て支援の充実、高齢者の健康向上 

・子どもの遊べる施設やウォーキングコース、健康遊具を設置し、子育て層や高齢者の日常利

用を図る。 

④町内の移動の活性化 

・本町と紀北、大阪方面を結ぶ高速バスや、本町の観光施設等を結ぶコミュニティバスの停留

所、レンタサイクル、パーク＆ライド駐車場等を設置することにより、交通結節点の役割を

担い、町内の移動の活性化を図る。 

⑤道路利用者等への休憩施設の提供 

・すさみ串本道路を走行するドライバーなどのための休憩施設を提供する。 

⑥災害時の安全確保等 

・災害時には、役場新庁舎や病院と連携し、防災拠点としての役割を担う。 

・特に、観光客や道路利用者など、地の利がなく状況把握が困難な方々への対応を強化する。 

まちの魅力を PR し、感動へみちびく 

串本町の新たなエントランスの創出 
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５．導入機能・規模の検討 

５-１． 必要機能の想定 

前述したコンセプトや基本方針を達成するために必要な機能を想定する。 

 

基本方針 必要とする機能 

町の観光振興の活性化 観光集客施設、情報発信機能等 

地域住民の利用の活性化 飲食、物販施設等 

子育て支援の充実、高齢者の健康向上 広場、遊具等 

町内の移動の活性化 駐車場・バスロータリー機能等 

道路利用者等への休憩施設の提供 休憩施設、燃料補給施設等 

災害時の安全確保等 防災機能等 

 

５-２． 導入施設の設定 

それぞれの必要とする機能について、具体的な施設は以下の通りであるため、これらの施設を

導入することとする。 

 

必要とする機能 具体的な機能・施設 

駐車場 駐車場 

観光集客施設、情報発信機能 
観光案内所 

地域情報発信センター 

飲食・物販施設等 

直売所 

物品販売施設 

カフェ 

レストラン 

広場・遊具等 
交流スペース 

広場（公園） 

バスロータリー等 
バス乗降場 

レンタサイクル 

休憩・燃料補給施設 

無料休憩所 

トイレ 

ガソリンスタンド 

防災機能 

帰宅困難者の避難場所 

マンホールトイレ 

備蓄倉庫 

物資運搬中継地 
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５-３． 利用者の想定 

前段で設定した機能・施設の規模について検討するため、施設の利用者層を想定する。 

 

本施設の利用者は、「すさみ串本道路の利用者」、「串本町を訪れる観光客」、「地域住民」の

３つに大別できる。それぞれの施設の利用イメージは以下のとおりである。 

また、災害時においての施設の利用についても想定しておく。 

 

◆平常時の利用 

利用者 主な利用イメージ 

すさみ 

串本道路 

利用者 

休憩＋αで利用する 

・長距離運転の休憩利用 

・燃料補給 

・お土産などの購入 

観光客 

串本町のエントランスとして活用する 

・観光情報の入手（町内をはじめとする観光情報の提供） 

・お土産などの購入 

・交通手段の切替（高速バス→コミュニティバス、レンタサイクルなど） 

地域住民 

便益施設として日常的に利用する 

・日用品の購入（農・海産物など）、出荷 

・広場や遊具などの利用 

・住民間、住民と観光客の交流（観光ガイド雇用、交流スペース利用等） 

 

◆災害時の利用 

役場新庁舎、町立くしもと病院などと連携し、災害対策拠点の一つとして活用する。 

イメージ： 

・災害時一時避難所として活用（すさみ串本道路利用者、観光客、地域住民の避難場所とし

て） 

・特に、地の利のない遠方からの観光客や、日本語の不自由な外国人観光客など、状況把握

が困難な方々への対応を強化 

・すさみ町以南の国道42号の復旧拠点である「道の駅 すさみ」と、物資運搬等の観点での

連携を図る 
 

５-４． 導入機能の想定 

地域活性化施設に導入する機能は次のとおりとする。 
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表 導入機能一覧 

必要機能 具体的な機能・施設 面積[㎡] 根拠・理由 

駐車場 駐車場 5,300 
小型車122台、大型車・貨物車13台、二輪

車4台（従業員用駐車場含む） 

観光集客施設、

情報発信機能 

観光案内所 
100 事例等から設定。ロケットのPR施設を含む。

地域情報発信センター 

飲食・物販施設

等 

直売所 300 

全国の直売所の売場面積の統計等を考慮

（約７割が300㎡未満、約４割が100～300

㎡）。荷捌きなどのバックヤード（建物内に

限る）を含めて約300㎡とした。 

物品販売施設 400 
300㎡×１店舗、100㎡×１店舗、の参画を見

込む。 

カフェ 40 
無料休憩所（140㎡）に併設する。左記面積

は厨房、会計カウンターのみ。 

レストラン 390 
240㎥×１店舗、150㎡×１店舗（ドライブ

スルー型） 

広場・遊具等 

交流スペース 150 

団体旅行客の食事スぺースとして、小学校

１学年（100人）が食事できるスペースを確

保。（1.5㎡/人） 

広場（公園） 3,000 
町内の幼児や児童が走り回って遊べるよ

う、2,500～3,000㎡を確保 

バスロータリー

等 

バス乗降場 650 バスバース２バース設置の場合。 

レンタサイクル 110 
自転車30台の駐車スペース（3.5㎡/台）と

して算出。 

休憩・燃料補給

施設 

無料休憩所 140 
道路情報案内等含む。西日本高速道路

(株)、設計要領第六集建築施設編より算定。

駐車マス数100台以下の場合、140㎡ 

トイレ 170 
中日本高速道路(株)、休憩施設設計要領よ

り算出。駐車マス数71～100台の場合、170㎡ 

ガソリンスタンド 700 
町内のガソリンスタンドの規模等を参考と

した。 

防災機能 

帰宅困難者の避難場所 -  

マンホールトイレ -  

備蓄倉庫 -  

物資運搬中継地 -  

Ａ．上記面積 合計 11,500 ※10の位四捨五入 

Ｂ．舗装（施設間の動線）など 3,000 敷地の15％程度を見込む 

Ｃ．車路 1,100 
敷地内における駐車場へのアクセス路。幅

７ｍ×全長150ｍ程度を見込む。 

Ｄ．バックヤード、設備など 2,000 敷地の10％程度を見込む 

Ｅ．その他（植栽等） 2,300 敷地面積 - Ａ～Ｄ面積合計 

合計（Ａ～Ｅ） 19,900  

敷地面積 19,900   
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５-５． 基本計画 

（１） 基本計画図 

次頁以降に示すとおり、導入機能をふまえた基本計画図を作成した。 

以下に、基本計画図のポイントを示す。 

 

・建築物は飲食店等の入る建物が２棟とガソリンスタンドとする。 

・建物２は官民連携導入可能性調査において実施したヒアリングの結果より、ドライブスルー

機能をもつ飲食店の導入を想定しておく。ただし、導入の可否は参画する事業者の意向次第

であり、必ずしもドライブスルー機能を導入する必要があるとは考えていない。 

・小型車駐車場が常時満車となる可能性は低いため、建物１・２の前方に確保できる分を常設

駐車場とし、その他にも敷地内に臨時駐車場を確保しておく。また、土日祝等の混雑が予想

される日には隣接する役場新庁舎の駐車場を活用することも視野に入れる。 

・大型車の駐車場は、小型車駐車場同様、常時満車となる可能性は低いため、常設の駐車場を

11台と、臨時駐車場を２台確保しておく。 

・広場については、地域活性化施設の事業とは別事業で整備することとする。それぞれの敷地

が明確に区分できるよう、計画地の東端に計画した。現状の地形を活かした計画とし、高台

部分の展望スペースへは階段を上ってアクセスすることを前提としている。（バリアフリー

非対応）。 
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図 基本計画図   

ここから東は広場区域であり、 

別工事を想定している。 
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（２） パース 

 


